
 

 

 

 

 

 

 

生涯にわたって健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育む 

第２次新潟市食育推進計画 

 

 

平成２４年４月 
（平成２７年４月一部改定） 

新 潟 市 
 



○ 「食育」の定義（新潟市食育推進条例第２条） 

食育とは「様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、豊かで

健全な食生活を実践することができる人間を育てること」をいいます。 
 



 

いきいき暮らせる活力ある住みよいまち“にいがた”を実現するために 

～“にいがた流 食生活”を実践しよう ～ 

「食」は生命の源であり、健全な食生活は人間が健康で心豊かに生きる上での基礎となる

ものです。 

新潟市では、信濃川や阿賀野川、日本海など豊かな水と、広大で美しい田園や自然環境に

恵まれた肥沃な大地で、私たちの食卓を支えてきた「米」をはじめ、野菜、果物、魚介など、

様々な食料が生産されています。 

そして、私たちは家族で囲む食卓を通じて、自然の恩恵や「食」に携わる人々への感謝の

気持ち、食べ物を大切にする心を育むとともに、地域の気候風土にあった食文化を引き

継いできました。 

しかし、近年、社会経済構造などが大きく変化していく中で、ライフスタイルや価値観が

多様化し、これに伴い食生活やこれを取り巻く環境も今なお変化し続けています。 

日々忙しく、時間的、精神的にゆとりのない生活を送る中で、毎日の「食」の大切さに

対する意識が希薄になり、食生活の乱れによる栄養の偏りや、不規則な食事による肥満・

過度の痩身、生活習慣病の増加、生産者と消費者の距離の拡大、食料の海外依存による

生産基盤の脆弱化、伝統的な食文化の喪失といった多くの問題の発生につながっています。 

本市では「食」に関するこのような課題に対処するため、行政はもとより、市民、教育

関係者、保健・医療関係者、農林漁業者、食品関連事業者などが一体となって、「様々な

経験を通じて「食」に関する知識及び「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践

する人間を育てる『食育』」を市民運動として推進するため、平成１９年３月に「新潟市

食育推進条例」を制定しました。 

また、条例に基づく施策を総合的、計画的に推進するため、平成１９年８月に「第１次

新潟市食育推進計画」を策定し、「市民一人ひとりの健全な食生活の実践」「健やかな

子どもの成長」「地域の活性化、環境と調和のとれた食料生産・消費」の３つの目標を掲げ、

「いきいき暮らせる活力ある住みよいまち“にいがた”の実現」を目指して、“にいがた流 

食生活の実践”を合い言葉に、市民運動として食育を推進してまいりました。 

これまでの５年間の取り組みを総括し、取り組みの成果と課題の整理を行い、食育が

市民の皆さまに理解され、より一層関心が高まり、実践へと結びつくことを目指して、

「第２次新潟市食育推進計画」を策定いたしました。 

この計画の策定にあたり、パブリックコメントなどを通じてご意見をお寄せください

ました多くの方々をはじめ、ご尽力いただきました食育推進会議委員の皆さまに心より

感謝申し上げますとともに、計画の実現に向けて、市民の皆さまのご支援とご協力を

お願いいたします。 

平成２４年 ４月 
新潟市長 篠田 昭   
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序 章 
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○ 計画策定の経緯 

食は生命の源であり、健全な食生活は人間が健康で心豊かに生きる上での基礎となる

ものです。 

 

近年、社会経済構造等が大きく変化していく中、ライフスタイルや価値観・ニーズが

高度化・多様化し、これに伴い食生活やこれを取り巻く環境が変わってきました。また、

日々忙しく時間的、精神的にゆとりのない生活を送る中で、毎日の「食」の大切さに対する

意識が希薄になり、栄養の偏りや不規則な食事など様々な食の問題が顕在化しています。 

 

このような中、国では国民運動として食育を推進していくため、平成１７年７月に食育

基本法を施行しました。また、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ために必要な事項を定めた食育推進基本計画を平成１８年３月に策定しました。 

 

８１万人の市民が住む本市は、日本有数の農業都市であり、身近に生産される米をはじめ

多種多様な野菜や果物、日本海で獲れる新鮮な魚のほか食卓を彩る花など健全な食生活を

送れる豊かな環境に恵まれています。 

 

しかし、高度経済成長期以降、生産者と消費者の距離が拡大するとともに、朝食の欠食

など食生活をめぐる様々な課題が見られます。行政、教育・保育、保健医療、農林漁業、

食品産業などの関係者が連携して、これらの課題に対して総合的・計画的に取り組んで

いくことが求められています。 

 

本市ではこのような状況の中、本市の特色を生かし、「様々な経験を通じて食に関する

知識及び食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践する人間を育てる『食育』」を市民

運動として推進するため、平成１９年３月に新潟市食育推進条例（以下「条例」という。）

を制定しました。 

 

本計画は、第１次計画策定後の５年間の取組を総括し、取組の成果と課題の整理を行い、

食育が市民の皆様に理解され、より一層関心が高まり実践へと結びつくことを目指して、

施策を総合的かつ計画的に推進するため策定します。 
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○ 計画の位置付け 

本計画は、食育基本法第１８条第１項に基づく市町村食育推進計画として位置づけられる

もので、市として、今後の食育推進の方向性等を定め、国、県と協力しながら、関係施策を

総合的、計画的に推進するための計画とします。 

 

なお、本計画は、新・新潟市総合計画、その他の本市の関連計画、指針などと整合性を

図りながら実施するものとします。 

 

食育基本法第１８条第１項（抜粋） 

市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育

推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における

食育の推進に関する施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成

するよう努めなければならない。 

(H23～H28) 
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○ 施策についての基本的な方針 

本計画では、新潟市食育推進条例の基本理念及び施策の基本となる事項を踏まえ、食育

推進に関する施策を講ずるものとします。 

 

 

□ 基本理念(第３条) 

① 心身の健康の保持・増進、豊かな人間性の形成、感謝の念の醸成等 

② 自発的な意思の尊重、家庭が重要であるという認識のもとでの関係者の有機的な

連携 

③ 特に子どもたちに対する積極的な取組 

④ 生産者と消費者との交流による地域の活性化や環境と調和のとれた食料の生産・

消費 

 

□ 施策の基本となる事項(第１１条～第１８条) 

 家庭における食育の推進 

・ 市民の健全な食習慣の確立 

 学校、保育所等における食育の推進 

・ 食に関する指導内容・指導体制の充実や学校給食等の活用等 

 地域及び職場における食生活改善のための取組の推進 

・ 食育の専門的知識を有する者の養成や活用、保健所、医療機関等による食育の

普及啓発活動の推進 

 地域の力を生かした食育の推進 

・ 高齢者、地域コミュニティ協議会、食生活改善推進委員等の地域の力を生かし

た食育の推進 

 生産者と消費者との交流 

・ 信頼関係の構築 

・ 自然の恩恵等が育まれ、地域の活性化や環境と調和のとれた食料の生産・消費 

 地産地消の促進 

・ 農林水産物の地域における積極的な消費や学校、保育所等における利用の促進 

 食文化の継承のための支援 

・ 地域の特色ある食文化の継承 

 食育の普及啓発等 

・ 食育の普及啓発及び食品の安全性その他の食育に関する情報の発信 

 

 

○ 第２次計画の期間 

本計画の期間は、平成２４年度を初年度とし、平成２８年度を目標年度とする５ヵ年

計画とします。 

なお、計画期間中に社会経済情勢の変化などが生じた場合には、必要な見直しを行う

ものとします。 

条例の基本理念、施策の基本となる事項（概要） 
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第１次新潟市食育推進計画の成果と課題 
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○ 食育推進の目標 

  目標の考え方 

食育を市民運動として推進していくためには、食育推進のための共通の目標を掲げ、

市、市民、関係者等の理解のもと、その目標の達成を目指し連携しながら施策に取り組

むことが重要となります。また、一層効果的な施策を展開していくため、その目標に対

する進捗状況を客観的に把握・評価していく必要があります。 

本計画においては、食育推進条例の基本理念及び国の食育推進基本計画の目標の考え

方を踏まえて、本市の現状を把握・分析を加え、市民運動にふさわしい目標を設定し、

その達成が図られるよう本計画に基づく取組を推進することとします。 

 

① 市民一人ひとりの健全な食生活の実践 

② 健やかな子どもの成長 

③ 地域の活性化、環境と調和のとれた食料の生産・消費 

 

  食育推進にあたっての目標指標 

それぞれの目標の進捗状況を、客観的に把握・評価することができるよう「数値指標」

を設け、その目標値の達成に向けて施策を進めることとします。 

 

１ 「市民一人ひとりの健全な食生活の実践」 

心身の健康を保持・増進し、豊かな人間性を育むためには、市民一人ひとりが、人

生の早い段階から健全な食生活を実践することが重要です。このため、「市民一人ひと

りの健全な食生活の実践」を目標とし、指標を以下の項目とします。 
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  ２ 「健やかな子どもの成長」 

子どもたちが家族とのコミュニケーションを深め、健全な食習慣を確立することは、

心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、心身の健康と豊かな人間性を育ん

でいく基礎となります。子どもの頃から様々な体験を通して、食に関する知識と食を

選択する力を習得し健全な食生活を実践することにより、健やかな子どもに成長する

ことが期待されます。このため、「健やかな子どもの成長」を目標とし、指標を以下の

項目とします。 

 

  ３ 「地域の活性化、環境と調和のとれた食料の生産・消費」 

自然の恩恵、食に携わる人々への感謝の念、食べ物を大切にする心が育まれるとと

もに、地域の活性化や環境と調和のとれた食料の生産・消費が行われるためには、生

産者と消費者が交流促進し、両者の理解が深まり信頼関係が構築されることが大切で

す。このため、「地域の活性化、環境と調和のとれた食料の生産・消費」を目標とし、

指標を以下の項目とします。 
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 目標指標の推移 
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○ 食育推進のための施策展開 

 施策内容 

本市の現状と課題を整理し、条例の基本理念のもと、”にいがた流 食生活“を食育

推進のための施策の柱とし、各所で実施する取組を６つの基本的な施策に分類して展開

しました。 

１ 市民運動としての食育の推進 

教育関係者、保健医療関係者、農林漁業者、食品関連事業者、食に関わる各種団体など

関係者とコミュニケーションを図りながら、連携・協働し、市民一人ひとりが自らの

問題として食育に関心をもち、市民運動として展開されるよう取り組みます。 

 

２ 家庭における食育の推進 

市民一人ひとりが、基本的な生活習慣を学ぶ場である家庭において、自分や家族の食

生活を大切にし、健全な食習慣の確立がなされるよう、男女共同参画の視点を踏まえ、

保護者や子どもの食に対する関心と理解が深まるよう取り組みます。 

 

３ 学校、保育所等における食育の推進 

家庭や地域と連携しつつ、学校、保育所などにおいて、子どもたちが楽しみながら

食に関する知識や食を選択する力を身に付け、健全な食生活の実現と心身の健全な成長が

図られるよう取り組みます。 

 

４ 地域及び職場における食生活改善のための取組の推進 

地域や職場において、栄養、食習慣に関する食生活の改善を推進し、生活習慣病を

予防するための活動を推進します。 

 

５ 豊かな食環境と食文化を生かし受け継ぐ食育の推進 

都市と田園が共存する本市の特性を生かして、生産者と消費者の交流を促進すること

により、両者の信頼関係が構築され、市民の自然の恩恵や食に関わる人々に対する感謝の

念、環境や物を大切にする心が育まれるとともに、地域の活性化や環境との調和のとれた

食料の生産と消費が行われるよう取り組みます。 

本市の風土、伝統的な行事、作法などと結びついた新潟市ならではの食文化など、

伝統ある優れた食文化を発掘し、これを継承するとともに、新たな食文化の創造のための

活動を支援します。 

 

６ 食品の安全性その他食の選択に資する情報提供等 

市民が適切な食生活の選択ができるよう、食品の安全性、栄養、食習慣などの情報の

収集や調査研究、あらゆる広報媒体の有効活用などにより、効果的な情報の発信に努めます。 
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 主な取組み事例 

  １ 市民運動としての食育の推進 

（１）「にいがた流食生活」の提唱・普及 

・ 本市の食育推進を市民運動として展開するため、本市の特色である米を主食に

地域でとれた新鮮で安心・安全な野菜、果物、肉、魚などの多様な副食からなる、

栄養バランスのすぐれた日本型食生活の実践を柱とする「にいがた流 食生活」を

提唱し、広く市民及び関係者への普及を図りました。 

・ 「にいがた流食生活」の良さや実践について、食育フォーラムや食育の日の

イベントの開催等を通じて市民や関係者の理解を深めました。 

・ 食育に関する総合的な相談窓口やホームページにおいて、「にいがた流 食

生活」の実践の呼びかけや実践するための市民に役立つ情報を発信しました。 

（２）継続的な食育推進運動 

・ 関係者と連携して、国が定めた「食育月間」（毎年６月）及び「食育の日」

（毎月１９日）を普及し、この時期における関係者の取組を促すため、イベントを

開催するなど、食育の普及啓発を行いました。 

・ 「家族みんなで朝ごはんの日」の提唱などにより、朝食習慣や家族そろって

食卓を囲むことの重要性などへの市民の理解を深め、家族で互いの食生活や

健康、食べ物を「いただく」ことのありがたさについて話し合うなど家庭内の

コミュニケーションの充実が図られるよう促しました。 

・ 本市の食育推進のキャッチコピーやキャラクターを決定し、広く市民や関係者に

活用を促すとともに、広く食育推進運動が浸透するよう、新潟まつりやトキめき

新潟国体など多くの市民が関わる機会を捉えて、これらを使用するなど食育の

普及・啓発に努めました。 

・ 「育児の日」「地場産の日」など食育と関連のある記念日における取組と連携

した取組を促進しました。 

・ 「食育の日」や季節の節句を捉え、学校や福祉施設などの給食施設、職場の

食堂、地域の飲食店等で、地域で採れる旬の食材を使用した料理や行事食を

提供するなど、関係者と連携・協働による取組を通じて、食育に対する市民や

関係者の理解を深め、自発的な食育推進運動の契機となるよう努めました。 

・ 子どもたちが大人になっても継続的に食育推進運動が展開されるよう、

世代間のコミュニケーションを図りながら、世代から世代へ引き継ぐ取組を

推進しました。 

（３）食育推進の拠点の整備 

・ 本市の食育推進の拠点として、食育・花育センターの整備を行い、広く市民や

関係者と連携し、食育に関する情報の発信や相談等のサービスを行いました。 

・ 生産者と消費者の交流の拠点として、地場農産物や食の多様な体験の機会を

提供する（仮称）食と花のにいがた交流センターの整備を進めました。 

・ 農業体験を通して食の大切さなどを学ぶ機会等の拠点として、学校教育関

係者・保育者等と連携し体験と学習の機会を積極的に提供する（仮称）アグリ

パーク・農業研究センターの整備を進めました。 
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（４）各種団体等との連携・協働体制の確立 

・ 各種団体等との連携・協働が迅速に図れるよう、新潟市食育推進会議を中核

として、関係者の意見交換の場を設置するなど、関係者のネットワークを構築

しました。 

・ 食育に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、庁内の連絡会議を

設置し、関係課の連携を強化しました。 

・ 食育推進の取組は、関係者がコミュニケーションを図りながら、共通の理解を

深め、有機的に行われるよう促しました。 

（５）地域の力を生かした食育の推進 

・ 食育推進運動が地域に根ざし、地域の自発的、継続的な運動として普及定着

するよう、地域コミュニティ協議会や食生活改善推進委員、豊富な経験や知識、

優れた技術を有する高齢者等地域の組織や人との連携・協働による取組を推進

しました。 

（６）食育に関する市民の理解の増進 

・ 出前講座やフォーラムの開催、リーフレットの作成、配布などを通じて、

本市の食育推進の基本理念や考え方について市民や関係者の理解を促しました。 

・ 本市の食育推進のキャッチコピーやキャラクターを広く市民から募集するなど、

市民の食育に対する関心を深めるとともに、食育に関するイメージを共有する

ための市民主体の取組を推進しました。 

・ 食と花の世界フォーラムや食の陣など、本市の食を国内外に発信するイベント等を

通じて、食に対する市民の意識を高めるよう取り組みました。 

（７）あらゆる広報媒体を活用した食育の普及啓発、情報の発信 

・ 本市の食育推進に関する情報を一元化し、市民や関係者が必要な情報をいつ

でも簡単に収集できるよう、食育・健康づくり総合情報サイトを構築しました。 

    ・ 各課が個別に提供、または保有している食育・健康づくりに関する情報や

サービスを集約し、楽しく効果的に発信することができるよう、食育・健康

づくり情報紙を発行しました。 

・ 市報にいがたや区役所だより等の広報誌をはじめ、新聞、テレビ、ラジオ、

インターネット、雑誌等あらゆる情報媒体を有効に活用して、本市の食育推進に

関する情報の発信及び食育の普及啓発を行いました。 
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  ２ 家庭における食育の推進 

（１）男女共同参画を踏まえた食育推進 

・ 男女共同参画の視点を踏まえ、男の料理教室の開催など積極的に男性に対する

食育の理解の増進を図る取組を推進しました。 

・ 食育に関する普及イベント等を実施する際には、夫婦や家族がそろって参加

しやすいよう配慮しました。 

（２）望ましい食習慣や知識の習得 

・ 子どもの望ましい食習慣等の確立のため、地域コミュニティ協議会や食生活

改善推進委員等と連携し、「早寝早起き朝ごはん運動」を実施するなど、家庭と

学校、家庭と地域社会との連携を強化し、社会全体で家庭を支える取組を推進

しました。 

・ 公民館等において、親子料理教室など食を楽しむ体験を通じて、栄養や食事の

作り方、地域に根ざした郷土食等食に関する知識や技術を習得する機会を

積極的に提供しました。 

・ 給食の試食会や給食だよりの発行など、学校や保育所等を通じて、保護者への

食育の重要性や健康美を含めた適切な栄養管理に関する知識等の普及を行い

ました。 

・ 出前講座や出張栄養指導、個別の栄養相談などを実施し、市民及び関係者の

適切な栄養管理に関する知識の習得のための自発的な取組を支援しました。 

・ 子どもの基本的な生活習慣形成のため、あらゆる情報媒体を通じて、朝食の

効用など科学的知見に基づく情報提供を行うなど、朝食摂取や早寝早起きなど

生活リズムを向上させるよう取り組みました。 

・ 「市民健康づくりアクションプラン」の活用など、生活習慣病予防のための

市民一人ひとりの適切な食生活と運動習慣の実践を促進しました。 

・ 高齢者や障がい者、一人暮らしの若者等、世代や生活の状況に応じた視点

からの様々な食育推進の取組を促進しました。 

（３）妊産婦や乳幼児に関する栄養指導 

・ 地域保健福祉センターや子育て支援センター、公民館等における妊産婦や

乳幼児のための食生活の講習会の開催などを通じて、妊産婦や乳幼児（保育所に

入るまでの間の子ども）の家庭における栄養管理や、食事マナー等のしつけの

方法等に関する知識を習得する機会を提供しました。 

・ 乳幼児や小学生等の保護者、妊産婦等に対して、「家庭教育手帳注）」「妊産婦の

ための食生活指針注）」「楽しく食べる子どもに～食からはじまる健やかガイド」

などの指針等を活用しながら、食生活や栄養等に関する情報の提供を行いました。 

・ 子どもを産み育てる時期を前にした女性に対して、過度の痩身傾向が心身の

健康に与える影響や、適切な栄養管理など生涯にわたる健康づくりの基盤とする

ための知識の普及を行いました。 
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  ３ 学校、保育所等における食育の推進 

（１）保育所、幼稚園における食育推進 

・ 保育所、幼稚園の教職員を対象にした食育に関する研修会を開催するなど、

食育の重要性に対する教職員の意識を高め、理解を深めるよう取り組みました。 

・ 保育所、幼稚園において、クッキング保育や野菜の栽培など楽しい体験活動を

通して、自然と食に対する興味をもつことができる機会の提供に努めました。 

・ 所長、保育士、栄養士等の連携のもと、保育計画に連動した組織的・発展的な

食育計画の策定等がなされるよう「保育園における食育計画のマニュアル」を

作成、活用を促進しました。 

・ 保育所、幼稚園において、互いの食育の取組に関する情報を共有するなど、

両者が連携を図りながら効果的に食育が推進されるような仕組みづくりについて

検討しました。 

（２）小・中学校における指導体制の充実 

・ 給食主任、学校栄養士、栄養教諭注）等を中心に食育を担うための指導体制を

充実しました。 

・ 教職員を対象にした食育に関する研修会を開催するなど、食育の重要性に

関する教職員の意識を高め、理解を深めるよう取り組みました。 

・ 子どもの望ましい食習慣の形成を目指し、学校の教育活動全体を通した食に

関する指導の充実を図るための指導計画の作成を促進しました。 

・ 給食だよりの発行、保護者及び地域の人を対象とした給食試食会、講演会の

開催などを通じて、家庭、地域との連携を強化しました。 

・ 地域コミュニティ協議会や食生活改善推進委員、ＮＰＯ等地域の団体や人との

連携を深め、これらを生かした取組を推進しました。 

・ 学校、保育所等の取組に対し、食生活改善推進委員や医療機関等による技術的、

専門的な視点からの支援を促進しました。 

（３）小・中学校における子どもへの指導内容の充実 

・ 食育の推進を通じて子どもの望ましい食習慣の形成を促し、学力、体力の

向を図りました。 

（４）学校給食の充実 

・ 学校給食を「生きた教材」として積極的に活用し、子どもたちが食に関する

正しい知識や食習慣について理解し、望ましい食習慣を形成することを促進

しました。 

・ 子どもたちが地域の食文化への理解を深めるよう、地域で生産された食材や

地域の伝統的な料理を取り入れるなど、地域の特色を生かした学校給食を実施

しました。 

・ 子どもたちが地元でとれた米や旬の食材のおいしさが分かるよう、農林漁業者

及び流通関係業者等との連携・協働のもと、学校給食における地産地消を進め

ました。 
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・ 生産者や調理員等を招いた招待給食や講演会を開催するなど、子どもたちが、

給食に関わる人々とのコミュニケーションを通して、食べ物や食に関わる人々

への感謝の気持ちを深めるよう取り組みました。 

・ 子どもたちが、あいさつや箸の使い方等の食事の作法やよくかんで食べる等の

望ましい食習慣を身に付けるよう給食時間における指導の充実に努めました。 

・ 子ども、保護者、生産者、教職員等の意見交換の機会を設けるなど、子ども

たちにとってよりよい学校給食の実施に努めました。 

・ 子どもたちが、日本型食生活の良さを自然と理解できるよう完全米飯給食を

目指す取組を進めました。 

※ 完全米飯給食：原則週５回主食を米飯とする給食のこと。 

（５）高校、大学等における食育推進 

・ 県との連携を図りながら、高校等において、中学校卒業後の子どもに対する

食育を推進するための仕組みづくりについて検討しました。 

・ 大学の学生食堂等において、地域の食材の使用や地域の伝統料理を取り入れた

メニューの提供など、食堂の事業者等による自発的な食育推進の取組がなされる

よう支援しました。 
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  ４ 地域及び職場における食生活改善のための取組の推進 

（１）「食生活指針」や「食事バランスガイド」の活用促進 

・ 「食生活指針注）」や「食事バランスガイド注）」のポスターやパンフレット等を

活用し、地域保健福祉センター、医療機関、福祉施設、スーパー、飲食店、

職場の食堂等を通じて食育の普及啓発を行いました。 

・ 本市の実情に応じたより使いやすい「新潟市版食事バランスガイド」を作成し、

広く市民の活用を促進しました。 

・ 飲食店やスーパー等において、「食事バランスガイド」の表示をした料理や

食品を提供するなど、関係者による自発的な取組を促進しました。 

（２）専門的知識を有する人材の養成・活用の促進 

・ ボランティアの養成やボランティア活動を推進する団体等と連携を図ること

により、食育推進活動を担う人材の養成や活動を促進しました。 

・ 栄養士や調理師等を養成する学校等に対して、本市の食育推進に関する幅広い

情報を提供するなど、食育の専門的な知識を有する人材が、本市の食育推進の

担い手として自発的かつ積極的に様々な活動を行うよう支援しました。 

・ 地域コミュニティ協議会等に対して、食育に関する幅広い情報の提供や専門的な

知識を有する人材等の紹介など、積極的に支援を行うことにより、地域住民に

よる自発的な取組を促進しました。 

（３）市民の健康づくりのための食育推進 

・ 食育を通じて生活習慣病の予防が図れるよう、保健所、地域保健福祉センター

等において食育の普及啓発を行うとともに、医療機関等においてもこれらが

行われるよう必要な情報の交換や提供などを行いました。 

・ 医療機関における受診時に、一人ひとりの健康状態に応じた栄養や運動の

指導の充実が図られるよう促しました。 

・ 市民が自らの健康状態に対する関心を高め、自発的に食生活を改善するよう、

「内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）」の考え方を普及する活動を

促進しました。 

・ 食事をする上でのかむことの大切さについて、市民一人ひとりが理解を深め、

歯を大切にするとともに、よくかんで食べる習慣を身に付けるための取組を

促進しました。 

・ 一人暮らしのお年寄りや摂食に障がいを持つ方等様々な食生活の問題を抱える

方に配慮した適切な栄養管理や地域の支援が行われるような取組を促進しました。 

・ 食育に関する総合的な相談窓口やホームページ等において、世代や生活状況に

応じた食生活や栄養、食品の安全性等市民の健康づくりに役立つ情報の発信や

食育の普及啓発を継続的に行いました。 

（４）食品関連事業者等による食育推進 

・ 飲食店やスーパー等において、市民が適切に食を選択できるような分かり

やすい情報の提供や知識の普及等がなされるよう、食品関連事業者等へ必要な

情報の提供などの支援を行ないました。 
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・ 食品に対する消費者の関心と理解を深めるため、食品関連事業者による工場

見学や体験活動の機会の提供など、市民の受入体制を整備する取組を促進しました。 

・ 「食育の日」等を契機として、飲食店等で健康に配慮した食事メニューの提供や

地場産物の利用促進等がなされるよう、食品関連事業者等への働きかけや必要な

情報の提供などを行いました。 

（５）職場における食育推進 

・ 事業所等の職員食堂等において、健康に配慮した栄養バランスの良い食事

メニューの提供や地場産物の使用、食事バランスガイドの普及など、望ましい

食習慣の形成のための取組がなされるよう事業者等に対する必要な情報の提供

などの支援を行いました。 

・ 職場における健康診断の時に、一人ひとりの健康状態に応じた栄養や運動の

指導の充実が図られるよう促しました。 
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  ５ 豊かな食環境と食文化を生かし受け継ぐ食育の推進 

（１）田園と都市の交流促進（農林漁業者等による食育推進） 

・ 市民が、自然にふれあい、野菜等の栽培に関わることにより、農業・農村に

対する理解を深め、地域農業者との交流が図られるよう、市民農園や体験農園の

整備を進めるとともに、利用を促進しました。 

・ 子どもを中心に、食に関する関心と理解を深めるため、農林漁業関係者及び

食品関連事業者が積極的に農林漁業体験や工場見学その他の体験活動の機会を

提供するなど、市民の受入体制を整備する取組を促進しました。 

・ 子どもを中心に様々な体験機会を拡大するため、体験活動が行える場所や

体験イベント等に関する情報を広く提供しました。 

・ 米をはじめ野菜、果物、魚介類等地域でとれる豊富な食材の栄養面や安全面の

良さや、これらの地域の食材を使った味噌、米菓、酒等の伝統的な加工食品等を

積極的に宣伝し、消費者の理解を深める取組を推進しました。 

・ 地域の農業者や関係者らを講師とした「食と農の学校」の開設や農業・農村

資源を生かした交流イベントなど、農業・農村の資源を活用してその魅力を

発信し、都市と農村の双方の魅力を味わえる都市型グリーン・ツーリズムを

推進しました。 

・ 地域の力である地域コミュニティ協議会等と連携を図りながら、地域ごとに

魅力ある農業・農村資源を掘り起こし、その情報の発信や、魅力を堪能できる

ツアー、周遊モデルコースの設定などを通して、農業・農村への関心を高める

環境づくりを推進しました。 

（２）地産地消の促進 

・ 農林漁業者や流通関係業者等との連携・協力のもと、家庭、学校、職場、

飲食店等食を提供する様々な場において本市で生産された食材が積極的に消費

されるよう、市民及び関係者に働きかけるとともに、消費者が地域で生産された

食材を手に入れやすくするような環境の整備を行いました。 

・ 地域の直売施設など消費者との交流施設の整備に対して支援するとともに、

これらを分かりやすく表示したマップ等を作成するなど、生産者と消費者の

交流の機会を増やすよう取り組みました。 

・ 食品の流通に関わる事業者による適正な食品表示や地場産物の販売の促進など、

生産者と消費者のパイプ役として、両者のニーズを捉えた取組を促進します。 

・ 地場産物を宣伝するための取組や、地場産物の発掘や開発など、魅力的な

地場産物を育成する取組を推進しました。 

・ 学校給食等において、地域の食材の積極的な使用や、子どもたちが生産者と

直接コミュニケーションを図ることなどにより、食料の生産に対する子ども達の

理解と関心を高めるとともに、自然の恩恵や食に関わる人々への感謝の念を

深め、食べ物を大切にする心を育てるよう取り組みました。 

・ 食育に関する総合的な相談窓口やホームページ等において、地域の食材の旬や

入手方法、使用方法、安全性等市民に役立つ情報を継続的に発信しました。 
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（３）食文化の継承のための支援 

・ 地域コミュニティ協議会や、食生活改善推進委員、豊富な経験と知識、優れた

技術を有する高齢者等のボランティア等との連携により、地域住民や様々な

関係者が集まって、地域の魅力ある食材や食文化の掘り起こしを行いました。 

・ 地域のイベントや学校給食等において、地域の伝統的な食文化を取り入れた

メニューを提供したり、地域のお年寄りや食生活改善推進委員等地域の食文化に

関する知識を有する人々との交流を通じ、子どもたちの地域の食文化に対する

理解と関心を深める取組を推進しました。 

・ 地域の食材や郷土料理を集めたレシピ集の作成、配布などを通じて地域の

食文化を普及しました。 

・ 新たな郷土料理のアイディアを募集するなど、市民一人ひとりが食文化継承の

担い手となれるよう、新たな食文化を開発する取組を促進しました。 

・ 大学等の学生食堂や職場の食堂、飲食店等で、伝統的な食文化を盛り込んだ

メニューの提供など食文化継承のための取組がなされるよう必要な情報を提供

するなどの支援をしました。 

・ 「食育の日」の取組や、食育フォーラム、食と花の世界フォーラム、食の陣等

食に関するイベントを通じて地域の食文化の普及に努めました。 

・ 食の専門家を養成する学校等において、地域の食文化継承の担い手が養成

されるよう、必要な情報を提供するなどの支援を行いました。 

・ 食育に関する総合的な相談窓口やホームページ等において、地域の食文化に

関する情報を継続的に発信しました。 

（４）バイオマス利用と食品リサイクルの推進 

・ 食べ物や地域の限られた資源を大切にすることについて市民の理解を深める

よう、市民と行政が協力して栽培した菜の花から生産した菜種油を学校給食等で

使用し、廃食用油をディーゼル燃料として活用（「新潟菜の花プラン」）したり、

学校給食残渣を堆肥としてリサイクルするなど、地域コミュニティ協議会や

学校との連携のもと、地域で資源を循環する取組を推進しました。 

・ 食品関連事業者や消費者の食品リサイクルについての理解を深めるため、

パンフレットの作成や配布、セミナーの開催などにより、食品リサイクルの

必要性等について普及啓発に努めました。 
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  ６ 食品の安全性その他食の選択に資する情報提供等 

（１）食品の安全性に関する知識と理解の増進 

・ 市民が自ら健全な食生活を実践するための正しい食の選択に資するため、

食品の安全性に関する表示制度や食中毒情報等の基本的な情報について、市報

にいがたや区役所だより、ホームページなどを通じて分かりやすく提供する

とともに、出前講座の実施などにより、市民や関係者の理解を増進しました。 

・ 市民の正しい食の選択に資するため、科学的知見に基づく正しい情報の発信に

努めるとともに、健康食品等の虚偽・誇大広告など市民を惑わす情報が発信

されないよう情報発信者のモラルの向上を促しました。 

・ 市民が食品に関する様々な情報に過剰に反応し、情報に惑わされることが

ないよう注意を促しました。 

・ 食品の安全性に対する市民の正しい理解を深めるため、生産者と消費者の

リスクコミュニケーションを推進しました。 

・ 食の安心・安全を確保するための「食の安全基本方針」に基づく取組を推進

しました。 

（２）栄養、食習慣等食育推進のための情報収集、調査研究 

・ 食育に関する各種情報を収集し、効果的な食育推進の施策を検討しました。 

・ 科学的根拠に基づく効果的な食育を推進するため、バランスの良い食事が

身体状況や食行動等に及ぼす影響などについて実際に検証を行うなど必要な

研究を行いました。 

・ 市民の食生活と健康に関する実態を把握するため、市民健康・栄養調査など

必要な調査・研究を行いました。 

・ 市民健康・栄養調査結果等市民の食生活の実態や本市の食育に関する各種

調査や研究の結果を公表し、広く市民や関係者等の活用を促進しました。 
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○ 第１次新潟市食育推進計画の総括 

 食育に関する意識について 

食育への関心度については、目標の達成には至りませんでしたが、毎年度少しずつ

上昇しています。 

これまで取組の中で、「食事バランスガイド」のリーフレットや地場産食材を活用した

レシピカードの配布、ポスターの掲示といった普及・啓発活動を行うとともに、市内外で

様々な取り組みを行ってきました。 

リーフレットなどは、設置すると確実に枚数が減っているため、家庭や職場などに

持ち帰って、内容を見ていただけていると考えられ、また、そういった普及資材に目を

留め、持ち帰る方というのは、その時点で食育に興味・関心がある方といえます。 

また、食事バランスガイド等の参考度や主食・主菜・副菜の揃った食事をしている

割合については目標を達成しており、食育への興味・関心が健全な食生活の実践へと

結びつきはじめていると考えられ、取り組みに一定の効果があったといえます。 

ただし、依然として３割程度の方は食育への関心が薄い、健全な食生活が実践できて

いないといえますので、方法を再検討した上で、引き続き食育の普及・啓発を行って

いく必要があると考えます。 

 

 食育を取り巻く周辺環境について 

  目標値を達成した、もしくは、目標値に近づいた指標を見てみると、食育を実践して

いく上での周辺環境が整備されてきているといえます。 

  エコファーマーや健康づくり支援店の増加については、環境保全型農業や健康づくりに

取り組んでいることを対外的にアピールすることができるという面があることから、

供給する側にもメリットがあり、増加につながりやすい指標であったと考えられます。 

  取り組みが広がっていくことで有用な情報を入手しやすくなり、また、自身で選ぶ際の

選択肢が増えるので、供給する側だけではなく、需要する側にも大きなメリットがある

といえます。 

  また、年度ごとに若干の増減があるものの、学校教育田等で農業体験を実施している

学校の数や、収穫農園（市民ランド）の参加者数が目標を達成できる水準にあることは、

実際に体験することを通じて、農業の大変さや難しさを知り、食べ物への感謝の気持ちを

知ることにつながり、また、学校給食で地場産物を使用するにあたっては農業者との

交流する機会を設けるなど、生産者と消費者が互いに顔の見える関係を築くことで、

地産地消の拡大などさらに良好な関係へと発展していくことにつながるのではないかと

考えています。 

 

  今後の課題について 

 これまでの取組の成果により、食育への関心から健全な食生活の実践へと結びついた

方が７割程度となりましたが、いくつか課題も明らかになりました。 

それを整理すると、「朝食を欠食する市民の割合」「肥満・低体重の市民の割合」「食の

安全に関する知識を持っていると思う市民の割合」「食育の推進に関わるボランティアの

数」の４つとなります。 
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１ 朝食の欠食について 

朝食の欠食については、大人の欠食、特に親世代である２０歳代・３０歳代の欠食が

子どもの欠食につながると考えられるため、保育園・幼稚園、学校での取り組みに加え、

親世代への対応方法を検討していく必要があると考えます。 

 

２ 肥満・低体重について 

男性の肥満については、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の認知度が

目標を達成していることから、食事と運動を組み合わせた効果的な取組の実践を促す

必要があると考えます。 

また、２０歳代女性の低体重については、過度の痩身が胎児に与える影響が大きい

ことを伝えるなど、極端に痩せていることがよくないということを改めて伝えていく

必要があると考えます 

 

  ３ 食の安全に関する知識について 

食の安全に関する知識については、年々数値が減少しています。逆に、広く国民から

食品の表示についての情報提供を受け付ける、「食品表示１１０番」への問合せ件数は、

年々増加しています。 

これは、平成１９年に相次いだ賞味期限・消費期限の改ざん事件や原材料の偽装事件、

平成２０年の中国製冷凍餃子の食中毒事件、平成２３年には焼肉チェーン店における

生肉を原因とした集団食中毒、原子力発電所の事故による食品の放射性物質（放射能）

汚染など、食の安全を脅かす事件が頻発していることにより、食に対する不安が増大し、

知識不足であるという認識へと結びついてしまったためであると考えられます。 

一方で、食品製造業者におけるＨＡＣＣＰ（ハサップ）の計画認定件数や、食品

小売業者におけるトレーサビリティの導入率は年々増加傾向にあります。 

これら以外にも、ＧＡＰ（農業生産工程管理手法）の導入を目指すなど、各分野で

食の安全を守る仕組みづくりが強化されてきているので、それらについての正しい

知識が持てるように情報発を行っていくとともに、平成２１年度に設置した「食の

安心・安全相談ダイヤル」の活用により、食に対する不安を少しでも取り除くことが

できるような仕組みの導入が必要であると考えられます。 

 

  ４ 食育の推進に関わるボランティアの数について 

 食育の推進に関わるボランティアの数については、食生活改善推進委員の人数を

評価対象としておりますが、年々減少傾向にあります。新潟県・国の状況を見ても

委員の数は減少傾向にあります。 

これは、委員の方の高齢化が大きな要因であると考えられるほか、本市においては

合併後に旧市町村単位のグループが脱退するといった地域的な要因も関連していると

考えられます。 

食育さらに広げ市民運動としていくためには、食生活改善推進委員だけに限らず

食育推進のための人材の育成・確保と、その連携が必要不可欠であると考えます。 
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第２次新潟市食育推進計画の策定 
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○ 策定方針 

第１次新潟市食育推進計画の推進により明らかとなった４つの課題へ対応します。 

 重点課題の設定 

  １ 朝食の欠食への対応について 

（１）大人の朝食欠食 

（２）子どもの朝食欠食 

  ２ 肥満・低体重への対応について 

  ３ 食の安全に関する知識への対応について 

  ４ 食育の推進に関わるボランティアへの対応について 

（１）食生活改善推進委員 

（２）農村地域生活アドバイザー（新規） 

（３）人材育成制度の構築（新規） 

 

国の第２次食育推進基本計画の内容を反映させます。 

 第２次食育推進基本計画で追加された指標 

１ 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数の増加 

２ 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム）の予防や改善のための適切な食事、

運動等を継続的に実践している国民の割合の増加 

３ よく噛んで味わって食べるなどの食べ方に関心のある国民の割合の増加 

４ 農林漁業体験を経験した国民の割合の増加 

 

○ 目標指標の設定 

  目標の考え方 

食育を市民運動として推進していくために第１次新潟市食育推進計画で掲げた３つの

共通目標を基本に、市、市民、関係者等の共通認識のもと、その目標の達成を目指し、

連携しながら施策に取り組みます。 

市においては、食育推進計画の目標指標と、その実現を図るための事業をリンクさせ、

目標指標の所管課を中心に、その達成を目的とした事業の立案と実施の徹底を図ります。 

また、目標に対する進捗状況を客観的に把握・分析・評価し、関係各所へフィード

バックして、効果的な施策が展開できるよう体制の整備を図ります。 

 

○ ３つの共通目標 

① 市民一人ひとりの健全な食生活の実践 

② 健やかな子どもの成長 

③ 地域の活性化、環境と調和のとれた食料の生産・消費 
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  食育推進にあたっての目標指標 

より多面的に食育を推進し、それぞれの目標の進捗状況が客観的に把握・評価する

ことができるよう「数値指標」を修正・拡充し、その目標値の達成に向けて施策を進める

こととします。 

 

  １ 市民一人ひとりの健全な食生活の実践 

指標 
策定時 目標値 

平成 23 年度 平成 28 年度

食育に関心がある市民の割合 77.0% 90.0% 

食事バランスガイド等を参考にしている市民の割合 59.2% 70.0% 

主食・主菜・副菜のそろった食事をしている市民の割合 71.7% 80.0% 

朝食を欠食する市民の割合[成人]  
20 歳代男性 17.9% 15.0% 

30 歳代男性 23.4% 15.0% 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）を認知している市民の割合 78.8% 90.0% 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の該当者及び予備軍の割合 28.1% 23.0% 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の予防や改善のための 
適切な食事、運動等を継続的に実践している市民の割合 

29.7% 50.0%以上 

１日６０分くらい体を動かす生活を実践している
市民の割合 

男性 27.5% 40.0%以上 

女性 23.8% 40.0%以上 

運動習慣を有する市民の割合 
男性 28.5% 40.0%以上 

女性 24.0% 40.0%以上 

肥満の市民の割合 20～60 歳代男性 25.9% 15.0% 

低体重（やせ）の市民の割合 20 歳代女性 19.7% 15.0% 

食の安全に対して関心を持っている市民の割合 - 90.0% 

食の安全に関する知識を持っていると思う市民の割合 58.6% 65.0% 

食育の推進に関わるボランティアの数 

食生活改善推進委員 490 人 730 人 

農村地域生活アドバイザー 201 人 260 人 

食育マスター登録人数 - 100 人・団体 

食生活の面から市民の健康づくりを支援する店の数 
（健康づくり支援店指定店舗数） 

429 店 500 店 

よく噛んで味わって食べるなどの食べ方に関心のある市民の割合 75.2% 80.0% 

過去１年間に歯科健康診査を受診した市民の割合
40 歳代 18.4% 20.0%以上 

50 歳代 25.7% 30.0%以上 
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  ２ 健やかな子どもの成長 

指標 
策定時 目標値 

平成 23 年度 平成 28 年度

食事時に家族の会話ができている市民の割合 66.3% 70% 

朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数の増加 9 回 10 回 

朝食を欠食する子どもの割合 小・中学生 1.1% 0% 

肥満傾向の児童生徒の割合 小・中学生 7.6% 7.0% 

学校給食における地場産物を使用する割合（食材数ベース） 市内産 15.5% 15.0% 

給食の残食量 5.0% 3.0% 

学校教育田等で農業体験を実施している学校の数 小学校 93 校 113 校 

むし歯のある幼児の割合 3 歳児 85.2% 15.0% 

永久歯一人平均むし歯本数 中学校 1 年生 0.71 本 0.80 本以下 

 

  ３ 地域の活性化、環境と調和のとれた食料の生産・消費 

指標 
策定時 目標値 

平成 23 年度 平成 28 年度

収穫農園（市民ランド）の参加者の数 384 組 500 組 

市民農園の区画数 1,085 区画 1,500 区画 

農林漁業体験を経験した市民の割合の増加 27.0% 30.0% 

農産物直売所の設置数 121 箇所 150 箇所 

地産地消推進の店の認定店舗数 
小売店 70 店舗 80 店舗 

飲食店 169 店舗 180 店舗 

学校給食廃食用油の燃料化 78,000ℓ 70,000ℓ 

環境保全型農業に積極的に取り組む「エコファーマー」の認定者数 3,553 人 4,000 人 

新潟県特別栽培農産物の栽培面積 554ha 4,200ha 

食育の推進に関わるボランティアの数[再掲] 

食生活改善推進委員 490 人 730 人 

農村地域生活アドバイザー 201 人 260 人 

食育マスター登録人数 - 100 人 

食生活の面から市民の健康づくりを支援する店の数 
（健康づくり支援店指定店舗数）[再掲] 

429 店 500 店 

学校給食における地場産物を使用する割合（食材数ベース）[再掲] 市内産 15.5% 15.0% 

学校教育田等で農業体験を実施している学校の数[再掲] 小学校 9 校 113 校 
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○ 目標数値指標一覧 
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食育推進のための施策展開 
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○ 施策の柱となる考え方 

  特色ある基盤を活かした「にいがた流 食生活」の推進 

本市の食生活は、下記のような特色ある基盤に支えられています。食育を総合的に

推進していくにあたり、その特色ある基盤を生かした「にいがた流 食生活」を提唱し、

普及・啓発を図るとともに、それを食育推進施策の柱と位置付けます。 

 

  新潟市の特色ある基盤 

１ 新潟市は、同一市域内に８１万人の市民が暮らす大消費地と、米の産出額が全国

１位を筆頭に多様な食料がバランスよく生産される大生産地が近接した、全国的にも

類を見ない都市となっています。 

 

・ 人口８１万人の市民が暮らすとともに、県内外から多くの人が訪れる大都市であり、

また、大消費地となっています。 

・ 広大な耕地を有し、全国第３位の農業産出額を誇る日本有数の大生産地です。 

・ 全国で圧倒的第１位の米の産出額をはじめ、野菜、果実、魚介類、畜産物など、

多様な食料がバランスよく生産される大生産地となっています。 

 

２ 新潟市は、食に携わる人材を育てる大学等に恵まれているほか、多くの朝市や

直売所を有するとともに、地元の特色ある食材を使った地域や家庭に伝わる郷土料理や

行事食、家庭料理など伝統的な食文化を引き継いでいます。 

 

 ・ 食に携わる人材を育てる大学、専門学校、高校などに恵まれています。 

 ・ 食生活改善推進委員など、食に関わる地域ボランティアがいます。 

 ・ １００を超える朝市・農産物直売所があります。 

 ・ 地元の食材を使った「のっぺ」「菊のひたし」「鮭の味噌漬け」など、地域や家庭に

伝わる郷土料理や行事食、家庭料理など、引き継ぎたい伝統的な食文化や農水産品の

加工技術があります。 

 

３ 新潟市は、「食がおいしいまち」と評価されています。 

 

 ・ 本市のイメージを把握するための市民アンケート調査では、「食がおいしい街」という

回答が最も多く、満足度調査では「食がおいしいところ」という項目が８４．４％と

なっています。 

 ・ 首都圏住民に対するアンケート調査では、「食事や料理のおいしいところ」が支持率

５０％を超え、約４割の人が「食べものがおいしい・食材の豊かな街」というイメージ

をもっています。 
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  「にいがた流 食生活」のイメージ 
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  「にいがた流 食生活」の内容 

  「にいがた流 食生活」とは、市民の皆さん一人ひとりが次のことを実践する健全な

食生活のことをいいます。 

 
 

  「にいがた流 食生活」の実践に向けた施策の展開 

各所で実施する取組を６つの基本的な施策に分類して展開 

 

ライフステージに応じた施策の展開 

 

新潟市の食育推進における、市民協働による活動・交流、体験、情報の受発信の

拠点施設である食育・花育センターを有効に活用 

 

 

○ 施策展開の視点 

本計画では本市の現状を踏まえ、下記の３つの視点から、食育推進の施策を展開します。 

 

① 地域の力を生かす 

② 男女共同参画を進める 

③ コミュニケーションを重視する 
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  地域の力 

  ・ 本市では、自治会加入率が９６．４％、市内全域において９７の地域コミュニティ

協議会が形成されているなど、地域コミュニティが発達しています。 

  ・ 各地域には、優れた技術と豊富な経験を有する農林漁業者、地域の伝統的な

食文化に関する豊富な知識を有する高齢者や食生活改善推進委員など、優れた人材が

たくさんいます。 

  ・ 子どもたちが健全な食習慣を確立するためには、家庭の役割が非常に重要ですが、

共働き世帯の増加や核家族化などライフスタイルが多様化する中、家庭の中だけで

健全な食生活を実現するのが困難な家庭が増えていることが考えられます。 

  ・ このため、地域に集積する組織や人の力を生かし、地域ぐるみで家庭を支えあう

視点から施策に取り組みます。 

 

  男女共同参画 

  ・ 家庭における食育は、食事や子育てと密接に関わっていますが、現状では、

これらの多くは主に女性が担っています。 

  ・ 本市では、女性の社会進出が進んでおり、男女が家庭と職場の活動を両立するため、

家庭における男性の役割は、ますます大きくなっています。 

 ・ 食育に対する男性の関心は、女性に比べて低いほか、国と比較して３０代から

５０代の男性の朝食欠食率が高いなど男性の食生活の問題が顕在化しています。 

  ・ このため、男女を問わず食生活の自立注）が図れるよう、家庭における食事の

支度や子育てに対し、男女が共に関心を深め、積極的に参画しやすい環境を整える

など、家庭における男女共同参画を進める視点から施策に取り組みます。 

 

  コミュニケーション 

  ・ 家族で食卓を囲む機会が減るなど家庭内の親子のコミュニケーションの希薄化が

懸念されています。 

  ・ 会話のある食事は、家族をはじめ、人と人が信頼関係を築き、人生を楽しくする

ものです。 

  ・ 世代や生活環境、職種を超えて広くコミュニケーションを図ることは、互いの

理解を深め、見識を広げるとともに、誤った判断を抑制する力ともなります。 

  ・ 食は、生活のあらゆる場面に関わるものであることから、食育の推進は、すべての

関係者が共通の認識を持って、連携・協働注）しながら一体的に取り組むことが

重要です。 

  ・ 関係者が相互にコミュニケーションを図りながら食育推進に取り組むことにより、

関係者間の理解が深まるとともに、食育推進の活動の輪が広がることが期待されます。 

  ・ このため、食に関わる様々な場面において市民の心をつないでいけるよう、

食事を通じた家族間のコミュニケーション、食育推進を通じた関係者間のコミュニ

ケーションを重視する視点から施策に取り組みます。 
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○ 重点課題への対応 

重点課題 
具体的な対応策 

中心となって対応する所属 食育・花育センター 

朝
食
の
欠
食 

大人 

 保健所 健康増進課 

・ 母子健康手帳交付時にリーフレットを配布する。

・ 健康手帳、母子健康手帳の情報ページに朝食の

重要性の記事を掲載する。 

 「にいがた流 食生活実践」事業 

米を中心とした日本型食生活の実践

などを柱とする「にいがた流 食生活」の

普及・啓発を行い、食育を市民運動として

展開し、実践へと結びつけることによって、

市民の健全な心と身体を培い、豊かな

人間性を育む。 

 各種料理教室や講座等の開催、リーフ

レットやレシピカード等の普及・啓発

資材の作成を行う。 

 

 食と花の交流推進事業 

新潟市全体の食育、花育、農村と都市

の交流の推進における、市民協働による

活動・交流、体験、情報の受発信の拠点

施設として整備した食育・花育センターを、

名実ともに拠点化し、食と花を一体的に

学ぶことができる場を提供すると同時に、

各地域で活用可能な制度を構築する。 

・ 食育マスター制度の構築 

 同左 

・ 食育・花育センターボランティアの導入

 食育・花育センターを市民協働による

活動・交流の拠点とするため、食育や

花育の推進に関わるボランティアを

育成・確保する仕組みを構築し、市民

相互の活動・交流の促進を目指す。 

・ コーディネーターの導入 

 食育マスター、食育・花育センター

ボランティア、団体利用促進プログラムの

円滑な運用のため、コーディネーターを

導入して市民活動の支援を図る。 

・ 食育・花育・農業体験 団体利用促進

プログラムの構築 

 センターの開設を機に、新たに食育、

花育、農業体験が一体となった幼稚園・

保育園、小学校向けの団体プログラムを

構築し、子どもたちへの多様な体験の

機会を提供する。 

子ども 

 教育委員会 保健給食課 

・ 朝食や規則正しい食生活の大切さについて、

給食の指導や給食だよりの発行等を通じて

子どもや家庭に伝えていく。 

・ 朝ごはん料理講習会を引き続き開催することで、

子どもたちの望ましい基本的生活習慣を育成

するとともに、生活リズムの向上を図っていく。

（生涯学習センター） 

肥満 

・ 

低体重 

 保健所 健康増進課 

・ 各区が実施する講習会等において、生活習慣病を

予防する上で適正体重を維持することの大切さを

伝える（肥満、やせすぎの弊害など）。 

・ ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した健康づくり

モデル事業を引き続き実施し、運動の実践と

食生活改善のための支援をする。 

食の安全に

関する知識 

 保健所 食の安全推進課 

・ 子育て世代向け講習会や食品工場での見学

体験の機会を提供するほか、卸売市場などで

開催されるイベントに出店し、食品衛生及び

食の安全に関する基礎的知識の普及・啓発を図る。

食
育
の
推
進
に
関
わ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

食生活

改善推

進委員 

 保健所 健康増進課 

・ 食に関するボランティアとして、引き続き

食生活改善推進委員の養成を図るとともに、

資質向上のための研修会を実施し、育成を図る。

農村地

域生活

アドバ

イザー 

 農業政策課 

・ 新潟市担い手育成総合支援協議会ホーム

ページ内での女性農業者の視点から見た食の

知恵袋や季節の料理などを紹介する地産地消を

通じた食育の企画を展開する（不定期）。 

人材育

成制度

の構築 

 食育・花育センター 

・ 食育の推進に関わるボランティアを育成・確保

する仕組みの第一段階として、（仮称）食育マスター

制度を構築し、食育に関係する知識・技術を持ち、

指導者となりうる人材を食育マスターとして

登録し、データベースの構築を行った上で、

全市的な活用を促す。 
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○ 施策内容 

本市の現状と課題を整理し、条例の基本理念のもと、”にいがた流 食生活“を食育推進の

ための施策の柱とし、各所で実施する取組を６つの基本的な施策に分類して展開します。 

１ 市民運動としての食育の推進 

教育関係者、保健医療関係者、農林漁業者、食品関連事業者、食に関わる各種団体など

関係者とコミュニケーションを図りながら、連携・協働し、市民一人ひとりが自らの

問題として食育に関心をもち、市民運動として展開されるよう取り組みます。 

 

２ 家庭における食育の推進 

市民一人ひとりが、基本的な生活習慣を学ぶ場である家庭において、自分や家族の食

生活を大切にし、健全な食習慣の確立がなされるよう、男女共同参画の視点を踏まえ、

保護者や子どもの食に対する関心と理解が深まるよう取り組みます。 

 

３ 学校、保育所等における食育の推進 

家庭や地域と連携しつつ、学校、保育所などにおいて、子どもたちが楽しみながら

食に関する知識や食を選択する力を身に付け、健全な食生活の実現と心身の健全な成長が

図られるよう取り組みます。 

 

４ 地域及び職場における食生活改善のための取組の推進 

地域や職場において、栄養、食習慣に関する食生活の改善を推進し、生活習慣病を

予防するための活動を推進します。 

 

５ 豊かな食環境と食文化を生かし受け継ぐ食育の推進 

都市と田園が共存する本市の特性を生かして、生産者と消費者の交流を促進すること

により、両者の信頼関係が構築され、市民の自然の恩恵や食に関わる人々に対する感謝の

念、環境や物を大切にする心が育まれるとともに、地域の活性化や環境との調和のとれた

食料の生産と消費が行われるよう取り組みます。 

本市の風土、伝統的な行事、作法などと結びついた新潟市ならではの食文化など、

伝統ある優れた食文化を発掘し、これを継承するとともに、新たな食文化の創造のための

活動を支援します。 

 

６ 食品の安全性その他食の選択に資する情報提供等 

市民が適切な食生活の選択ができるよう、食品の安全性、栄養、食習慣などの情報の

収集や調査研究、あらゆる広報媒体の有効活用などにより、効果的な情報の発信に努めます。 

 



- 54 - 

○ 施策体系 
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○ ライフステージに応じた施策の展開 
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 ２ 
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計画の着実な推進に向けて 



- 60 - 

○ 計画の推進体制 

  新潟市食育推進会議 

  平成１８年７月に設置した食に関連する団体や有識者などで構成する新潟市食育推進

会議を中心に食育推進計画の進行管理を行います。 

 

  新潟市食育推進会議を核とした推進体制 

  食育は幅広い分野に関わることから、多様な関係者、関係団体が連携し、一体的に

計画に取り組むことが必要となります。このため、新潟市食育推進会議を核として

ネットワークを拡大し、情報の整理、共有化を図ります。 

また、多様な関係者、関係団体が、食育に関する情報・意見交換を行うとともに、

それぞれの関係者等の役割に応じた取組やそれぞれの関係者等が連携・協働した取組を

促進します。 

 

  市の推進体制 

  庁内の関係部局が横断的に連携して食育に取り組むため、食育推進のための連絡調整

会議を設置し、施策を総合的かつ効果的に推進します。 

 

  （仮称）新潟市食育推進ネットワークの構築 

  新潟市全体の食育推進における、市民協働による活動・交流、体験、情報の受発信の

拠点施設である食育・花育センターを有効に活用してもらうため、新潟市の食育推進の

趣旨に賛同する企業や関係団体、行政機関などからなる「新潟市食育推進ネットワーク」を

構築します。 

趣旨に賛同する様々な特性を持つ関係者が集まることにより、それぞれが保有している

情報や人材が食育・花育センターに集約され、相互に交流が行われることでそれらが

共有化され、連携が強化されることにより、食育の推進体制を強固することを目指します。 

 

○ 市民及び関係者の役割・責務 

  市民 

  食に関する知識を深めるとともに、家庭、学校、保育所、地域、職場その他社会の

あらゆる分野において、自ら生涯にわたり健全な食生活を実践し、食育の推進に寄与する

よう努めるものとします。 

保護者としての立場では、家庭が食育において重要な役割を有しているという認識を

一層深め、特に子どもの望ましい食習慣の確立等に積極的に取組むよう努めるものと

します。 

 

  教育関係者等 

  教育に関する職務に従事する者、関係機関及び関係団体は、あらゆる機会やあらゆる

場所を利用して、教育の分野において、積極的に食育を推進するとともに、他の関係者が

行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとします。 
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  保健医療関係者等 

  保健、医療、保育及び介護その他の社会福祉に関する職務に従事する者や、関係機関

並びに関係団体は、あらゆる機会やあらゆる場所を利用して、保健医療等に関する分野

において、積極的に食育を推進するとともに、他の関係者が行う食育の推進に関する

活動に協力するよう努めるものとします。 

 

  農林漁業者等 

  農林漁業者及び農林漁業に関する団体は、安心・安全な食料の供給の重要性を認識し、

農林漁業に関する様々な体験活動の機会を提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の

重要性について、市民の理解を深めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に

協力するよう努めるものとします。 

 

  食品関連事業者等 

  食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体は、

食に関する幅広い情報の開示及び体験機会の提供等食品関連事業の活動を実施するに

あたって、自主的、積極的に食育を推進するとともに、他の者の行う食育の推進に関する

活動に協力するよう努めるものとします。 

 

  市（行政） 

  市民、学校・保育所等その他の関係団体等との連携のもと、食育に関する施策を総合的

かつ計画的に推進します。また、市民一人ひとりが食に関する様々な知識と食を選択する

力を習得し、生涯にわたって健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育むために、「食」の

大切さについての意識を高め、食育が市民運動として取組まれるよう機運の醸成を図り

ます。 

また、国、県とも、必要に応じて協力しながら食育の推進に努めます。 

 

○ 計画の進行管理・公表 

  計画の進行管理 

本計画の進行にあたっては、施策を効果的・効率的に推進し事業等の達成状況を

客観的に把握・評価するため、新潟市食育推進会議が中心となって、進捗状況の評価を

行います。 

 

  公表 

本計画の進捗状況や施策の実施状況については、報告書を作成し、毎年度公表します。 

 

  計画の見直し 

本計画の目標年次である平成２８年度までに、社会情勢の変化や計画の進捗状況等に

より本計画の見直しが必要な場合、新潟市食育推進会議の意見を踏まえ、必要な措置を

講じます。 
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○ 関係者の役割（食育推進の場所一覧） 

 

・生産者など他の関係者との連携
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資 料 
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○ 用語解説 
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○ 新潟市食育推進条例 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条－第１０条） 

第２章 施策の基本となる事項（第１１条－第１８条） 

第３章 推進体制等（第１９条－第２１条） 

附則 

 

私たちが暮らす新潟市は、日本海に面し、広大で美しい田園、信濃川など多くの河川や

水鳥が舞う水辺など豊かな自然環境の中に、高次都市機能と拠点性を持つとともに、

恵まれた大地で米をはじめ多種多様な食料の生産が行われ、日本有数の農業都市となって

いる。私たちは、この本市の風土のもとで生産される食料を基本に生活を営み、自然環境

との関わりの中で生まれた伝統的な食文化を引き継いできた。 

「食」は生命の源であり、健全な食生活は人間が健康で心豊かに生きる上での基礎である。

しかし、近年の急速な経済発展に伴い、食品や物があふれるとともに、社会経済情勢が

めまぐるしく変化し、日々忙しく時間的、精神的にゆとりのない生活を送る中、私たちは、

毎日の「食」の大切さを忘れがちになり、健全な食生活を失いつつある。それに伴い、

栄養の偏り、不規則な食事、肥満者や生活習慣病の有病者の増加、過度の痩身志向などに

加え、「食」の安全や「食」の海外依存など様々な問題が生じている。 

このような状況のもと、市民一人ひとりが「食」の安全、栄養及び食料自給率の問題など

「食」に関する様々な知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践すること

ができる人間を育てる食育の推進により、生涯にわたって健全な心と身体を培い、豊かな

人間性を育むとともに、豊かな食環境と日本型食生活など優れた食文化を受け継ぐことは、

とても大切なことである。特に、次世代を担う子どもたちが「生きる力」を身につける

ためには、何よりも「食」が大切である。 

このため、家庭、学校、保育所、地域、職場などにおいて、「食」に関わるすべての関係者

及び団体が相互理解を深めて有機的に連携し、それぞれの立場で食育の推進を図る必要が

ある。ここに、本市の食育の推進について基本理念を明らかにしてその方向性を示し、

市及び市民等の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に進めるため、この条例を

制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、食育の推進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民、教育関係者等、

保健医療関係者等、農林漁業者等及び食品関連事業者等の役割を明らかにするとともに、

食育の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、市民一人ひとりが生涯に

わたって健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育むことができるよう施策を総合的かつ

計画的に推進し、もって生き生き暮らせる活力ある住みよいまち新潟の実現に寄与する

ことを目的とする。 
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（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１）食育 様々な経験を通じて食に関する知識及び食を選択する力を習得し、健全な食生活を

実践することができる人間を育てることをいう。 

（２）教育関係者等 教育に関する職務に従事する者及び教育に関する団体をいう。 

（３）保健医療関係者等 保健医療、保育及び介護その他の社会福祉（以下「保健医療等」

という。）に関する職務に従事する者並びに保健医療等に関する団体をいう。 

（４）農林漁業者等 農業（畜産業を含む。）、林業又は漁業（以下「農林漁業」という。）を

営む者及び農林漁業に関する団体をいう。 

（５）食品関連事業者等 食品の製造、加工、流通若しくは販売又は食事の提供（以下

「食品関連事業」という。）を行う事業者及び食品関連事業に関する団体をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 食育の推進は、次に掲げる基本理念にのっとり行われなければならない。 

（１）市民の心身の健康を保持し、及び増進し、並びに豊かな人間性の形成に資すると

ともに、自然の恩恵及び食に関わる人々への感謝の念及び理解が深まるよう行われること。 

（２）市及び市民並びに教育関係者等、保健医療関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等

その他食育に関わるもの（以下「関係者等」という。）が、家庭における食育が健全な食

習慣を確立する上で重要な役割を担うという認識のもと、家庭、学校、保育所、地域、

職場その他の食に関わるあらゆる機会とあらゆる場所（以下「食に関わるあらゆる機会と

あらゆる場所」という。）を利用して、相互理解を深めて有機的に連携を図りながら行う

とともに、市民及び関係者等の自発的意思を尊重して行われること。 

（３）心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼすことから、あらゆる世代の中で

特に子どもたちに対して、積極的に取り組まれること。 

（４）豊かな自然環境のもとで米その他多種多様な食料が生産され、都市と田園が共存して

いるという地域の特性を生かし、生産者と消費者が積極的に交流を図ることにより、

地域の活性化並びに環境との調和のとれた食料の生産及び消費を目指すよう行われること。 

 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、食育の

推進のための総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。 

 

（市民の役割） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、食に関する知識を深めるとともに、食に関わるあらゆる

機会とあらゆる場所において、自ら健全な食生活を実践するよう努めるとともに、食育の

推進に寄与するよう努めるものとする。 
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（教育関係者等及び保健医療関係者等の役割） 

第６条 教育関係者等及び保健医療関係者等は、基本理念にのっとり、食に関わるあらゆる

機会とあらゆる場所を利用して、教育及び保健医療等に関する分野において、積極的に

食育の推進に努めるとともに、他のものの行う食育の推進に関する活動に協力するよう

努めるものとする。 

 

（農林漁業者等の役割） 

第７条 農林漁業者等は、基本理念にのっとり、安心かつ安全な食料の供給の重要性を認識し、

農林漁業に関する様々な体験機会の提供その他の消費者との交流を図ることにより、自然の

恩恵及び食に関わる人々の活動の重要性について市民の理解が深まるよう積極的に食育の

推進に努めるとともに、他のものの行う食育の推進に関する活動に協力するよう努める

ものとする。 

 

（食品関連事業者等の役割） 

第８条 食品関連事業者等は、基本理念にのっとり、安心かつ安全な食品の提供の重要性を

認識し、食品に関する幅広い情報の提供、体験機会の提供その他の食品関連事業の活動に

関して自主的かつ積極的に食育の推進に努めるとともに、他のものの行う食育の推進に

関する活動に協力するよう努めるものとする。 

 

（国及び県との協力） 

第９条 市は、国及び県と協力して、食育の推進に努めるものとする。 

 

（財政上の措置） 

第１０条 市は、食育の推進のために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

第２章 施策の基本となる事項 

（家庭における食育の推進） 

第１１条 市は、家庭における食育を推進するため、男女共同参画の視点を踏まえ、適切な

栄養管理に関する知識の普及、情報の提供等により、市民の健全な食習慣の確立がなされる

よう必要な施策を講ずるものとする。 

 

（学校、保育所等における食育の推進） 

第１２条 市は、学校、保育所等における効果的な食育の推進を図るため、食に関する指導

内容及び指導体制の充実、学校給食等の活用等がなされるよう必要な施策を講ずるものと

する。 

 

（地域及び職場における食生活改善のための取組の推進） 

第１３条 市は、地域及び職場において食生活の改善を促進し、生活習慣病を予防して健康を

増進するため、食育の専門的知識を有する者の養成及び活用、保健所、医療機関等による

食育の普及及び啓発活動の推進等がなされるよう必要な施策を講ずるものとする。 
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（地域の力を生かした食育の推進） 

第１４条 市は、高齢者、地域コミュニティ協議会（主として小学校又は中学校の通学区域

内に居住し、又は所在する住民及び自治会、町内会その他公共的団体等で構成された地域の

課題に取り組むための活動の主体となる組織をいう。）、食生活改善推進委員（市が実施する

食生活の改善等の知識及び技術に関する研修等を修了し、地域で食生活の改善等のための

活動をする者をいう。）、食に関する公益活動を行う団体その他の地域の力を積極的に生かした

食育の推進が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。 

 

（生産者と消費者との交流） 

第１５条 市は、生産者と消費者との交流の促進等により、両者の理解が深まり信頼関係が

構築されるよう支援し、自然の恩恵及び食に関わる人々への感謝の念並びに食べ物を大切

にする心が育まれるとともに、地域の活性化並びに環境との調和のとれた食料の生産及び

消費が行われるよう必要な施策を講ずるものとする。 

 

（地産地消の促進） 

第１６条 市は、地域で生産された安心かつ安全な農林水産物の地域における積極的な消費

及び学校、保育所等における利用の促進が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。 

 

（食文化の継承のための支援） 

第１７条 市は、地域の特色ある伝統的な食文化の継承を推進し、これらの食文化が引き

継がれるよう必要な施策を講ずるものとする。 

 

（食育の普及啓発等） 

第１８条 市は、効果的な食育の推進を図るため、情報の収集及び調査研究、市民及び関係者

相互の意見及び情報の交換等を行い、あらゆる媒体の有効活用により、食育の普及啓発

及び食品の安全性その他の食育に関する情報の発信に努めるものとする。 

 

第３章 推進体制等 

（推進計画） 

第１９条 市長は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な実施を図るため、新潟市

食育推進計画（以下「推進計画」という。）を策定するものとする。 

２ 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１）食育の推進に関する基本方針 

（２）食育の推進に関する目標 

（３）食育の推進に関する施策展開 

（４）前３号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施する

ために必要な事項 
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（推進会議） 

第２０条 市は、食育基本法（平成１７年法律第６３号）第３３条第１項の規定により、

新潟市食育推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

２ 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。 

（１）推進計画の作成及び実施に関すること。 

（２）前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項 

３ 推進会議は、委員２５人以内をもって組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）関係団体の役員又は職員 

（３）教育関係者 

（４）市民 

（５）その他市長が適当と認める者 

５ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

７ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

８ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を

代行する。 

９ 推進会議の庶務は、農林水産部において処理する。 

10 前各項に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に

諮って定める。 

 

（年次報告） 

第２１条 市は、毎年度、食育の推進に関する施策の実施状況について報告書を作成し、

これを公表するものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

（新潟市食育推進会議条例の廃止） 

２ 新潟市食育推進会議条例（平成１８年新潟市条例第４２号）は、廃止する。 

 

（経過措置） 

３ この条例の施行の日の前日において、この条例による廃止前の新潟市食育推進会議条例

第３条第２項の規定により新潟市食育推進会議の委員（以下「旧委員」という。）に委嘱

されている者は、この条例による新潟市食育推進会議の委員（以下「新委員」という。）に

委嘱されたものとみなす。この場合において、新委員の任期は、第２０条第５項の規定に

かかわらず、旧委員の残任期間とする。 
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○ 食育基本法 

目次 

前文 

第１章 総則(第１条－第 15 条) 

第２章 食育推進基本計画等(第 16 条－第 18 条) 

第３章 基本的施策(第 19 条－第 25 条) 

第４章 食育推進会議等(第 26 条－第 33 条) 

附則 

 

２１世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や

国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の

健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。 

子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも

「食」が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び

体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する

知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる

食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要な

ものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を

及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となる

ものである。 

一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の

「食」の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、

肥満や生活習慣病の増加、過度の痩そう身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の

問題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾はん濫

する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」の

あり方を学ぶことが求められている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人から

はぐくまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が

失われる危機にある。 

こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な

食生活を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に

関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承

及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与

することが期待されている。 

国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の

様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な

判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践

するために、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の

推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。さらに、食育の推進に

関する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することに

つながることも期待される。 

ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体

及び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定

する。 
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第１章 総則 

(目的) 

第１条 この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯に

わたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な

課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の

責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、

食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な

国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

(国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成) 

第２条 食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現する

ことにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われ

なければならない。 

 

(食に関する感謝の念と理解) 

第３条 食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、

食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう

配慮されなければならない。 

 

(食育推進運動の展開) 

第４条 食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の

特性に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとする

とともに、その連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。 

 

(子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割) 

第５条 食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有して

いることを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等

における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組む

こととなるよう、行われなければならない。 

 

(食に関する体験活動と食育推進活動の実践) 

第６条 食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる

場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行う

とともに、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深める

ことを旨として、行われなければならない。 

 

(伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献) 

第７条 食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と

調和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況に

ついての国民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、

農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。 
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(食品の安全性の確保等における食育の役割) 

第８条 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎で

あることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれ

についての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資する

ことを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。 

 

(国の責務) 

第９条 国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念(以下「基本理念」という。)

にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を

有する。 

 

(地方公共団体の責務) 

第 10 条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、

その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を

有する。 

 

(教育関係者等及び農林漁業者等の責務) 

第 11 条 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健(以下「教育等」という。)に

関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体(以下「教育関係者等」

という。)は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本

理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう

努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。 

２ 農林漁業者及び農林漁業に関する団体(以下「農林漁業者等」という。)は、農林漁業に

関する体験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有する

ことにかんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に

提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、国民の理解が深まるよう

努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行うよう努める

ものとする。 

 

(食品関連事業者等の責務) 

第 12 条 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する

団体(以下「食品関連事業者等」という。)は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、

自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する

食育の推進に関する施策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。 

 

(国民の責務) 

第 13 条 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本

理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に

寄与するよう努めるものとする。 
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(法制上の措置等) 

第 14 条 政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。 

 

(年次報告) 

第 15 条 政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を

提出しなければならない。 

 

第２章 食育推進基本計画等 

(食育推進基本計画) 

第 16 条 食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

食育推進基本計画を作成するものとする。 

２ 食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１） 食育の推進に関する施策についての基本的な方針 

（２）食育の推進の目標に関する事項 

（３）国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項 

（４）前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

３ 食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかに

これを内閣総理大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を

公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。 

 

(都道府県食育推進計画) 

第 17 条 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における

食育の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県食育推進計画」という。)を作成

するよう努めなければならない。 

２ 都道府県(都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進

会議)は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を

公表しなければならない。 

 

(市町村食育推進計画) 

第 18 条 市町村は、食育推進基本計画(都道府県食育推進計画が作成されているときは、

食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画)を基本として、当該市町村の区域内における

食育の推進に関する施策についての計画(以下「市町村食育推進計画」という。)を作成

するよう努めなければならない。 

２ 市町村(市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議)は、

市町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければ

ならない。 

 



- 77 - 

第３章 基本的施策 

(家庭における食育の推進) 

第 19 条 国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び

理解を深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事に

ついての望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発

その他の適切な栄養管理に関する知識の普及及び情報の提供、妊産婦に対する栄養指導

又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭に

おける食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものとする。 

 

(学校、保育所等における食育の推進) 

第 20 条 国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する

活動を効果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が

図られるよう、学校、保育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、

食育の指導にふさわしい教職員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進において

果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育所等

又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農場等における

実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食に関する

理解の促進、過度の痩そう身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発

その他必要な施策を講ずるものとする。 

 

(地域における食生活の改善のための取組の推進) 

第 21 条 国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する

食生活の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する

指針の策定及び普及啓発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成

及び資質の向上並びにその活用、保健所、市町村保健センター、医療機関等における食育に

関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等における食育に関する指導の充実、食品関連

事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。 

 

(食育推進運動の展開) 

第 22 条 国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等

その他の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を

行う民間の団体が自発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、

相互に緊密な連携協力を図りながらあまねく全国において展開されるようにするとともに、

関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、食育の推進に関する普及啓発を

図るための行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活動を推進するための

期間の指定その他必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の

食育の推進に関する活動に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、

これらのボランティアとの連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な

施策を講ずるものとする。 
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(生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等) 

第 23 条 国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と

消費者との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び

国民の食に対する理解と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に

資するため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産物の

生産された地域内の学校給食等における利用その他のその地域内における消費の促進、

創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものとする。 

 

(食文化の継承のための活動への支援等) 

第 24 条 国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある

食文化等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び

知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

(食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進) 

第 25 条 国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、

国民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに

食品廃棄物の発生及びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な

各種の情報の収集、整理及び提供、データベースの整備その他食に関する正確な情報を

迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、

食習慣等の食生活に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に

関する活動についての情報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものと

する。 

 

第４章 食育推進会議等 

(食育推進会議の設置及び所掌事務) 

第 26 条 内閣府に、食育推進会議を置く。 

２ 食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

（２）前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の

推進に関する施策の実施を推進すること。 

 

(組織) 

第 27 条 食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。 

 

(会長) 

第 28 条 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 
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(委員) 

第 29 条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

（１） 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣で

あって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第十七号に掲げる事項に関する

事務及び同条第三項第二十七号の三に掲げる事務を掌理するもの(次号において「食育

担当大臣」という。) 

（２）食育担当大臣以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

（３）食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第三号の委員は、非常勤とする。 

 

(委員の任期) 

第 30 条 前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。 

 

(政令への委任) 

第 31 条 この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、

政令で定める。 

 

(都道府県食育推進会議) 

第 32 条 都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推

進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進

会議を置くことができる。 

２ 都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 

 

(市町村食育推進会議) 

第 33 条 市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の

作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置く

ことができる。 

２ 市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。 

 

附 則 抄 

(施行期日) 

第１条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

(平成一七年政令第二三五号で平成一七年七月一五日から施行) 
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○ 新潟市食育推進条例イメージ図 
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